
「第２期教育振興基本計画」素案への御意見と県の考え方

計画全体に対して
意見・要望要旨 県の考え方

どのような教育の計画であっても、憲法が定める国民の教育権
を真に守る立場にしっかりと立って策定されるべきと考えます。

この計画は、教育基本法に規定さ
れる教育の振興のための施策に
関する基本的な計画として策定し
ています。

「計画」は、教育条件整備を軽視し、教育内容・方法について詳
細に記述しており、教育行政の任務を逸脱している。　「計画」が
記述する内容・方法の基調は、国の方針等の引き写しであり、
「教育立県」と銘打ちながら、教育の地方自治の独自性も乏し
い。
道徳教育については、国が重視する愛国心・規範教育などが強
調される反面、道徳教育の根幹である平和、民主主義、個人
（人間）の尊厳、自主性などの文言を欠き、それらの原理が無視
されている。それは重大な過誤である。
「計画」が、教育の条理や原理を踏み外した「人材」育成計画と
ならないよう「人格の完成」の文言とその意義が記述されるべき
である。
「教育立県」と称して、特異な立場の県立高校の「『道徳』を学ぶ
時間」や「親の学び」などを強調しているが、その是非について
第2期「計画」で検証し、少なくとも多様な評価を記述すべきであ
る。

この計画は、教育基本法に規定さ
れる教育の振興のための施策に
関する基本的な計画として策定し
ています。
この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

全体を通して、これまでになく高等教育機関との連携を重視して
いる方向は望ましいことと受け止めます。「重点取組」として今回
新設されている計画で、Ⅱ１(５)、Ⅱ５(４)についても高等教育機
関との連携は効果的であると考えます。問題は、連携の中身と
して、どこまで踏み込めるかであって、そのためにも、今後のこと
ではありますが、県内高等教育機関の個別情報を「大学ポート
レート」等で把握することが肝要です。

県としても、引き続き、高等教育機
関との連携に取り組んでいきたい
と考えています。御意見につきまし
ては、今後施策を進めていく上で
の参考とさせていただきます。

例えば「全国学力・学習状況調査において『人の気持ちが分か
る人間になりたいと思う』と答えた児童生徒の割合」という数値
によって目標を設定することに、どのような教育的な意味がある
のでしょうか。教育委員会や教育行政がやらなければならない
ことこそ、具体的な内容とともに、年次計画や目標の設定が必
要なのではないしょうか。

計画の点検及び評価については、
各年度の重点施策推進計画に基
づいて行う、点検・評価により実施
しているところであり、毎年度その
結果を公表しているところです。御
意見につきましては、点検・評価を
実施していく上での参考とさせてい
ただきます。

※　いただいた御意見について、趣旨を損なわない範囲で要約し、取りまとめさせていただきました。
※　第３章の施策番号について、素案では、プロジェクト毎に番号付けをしていましたが、策定に当たり、
　 通し番号に変更 しています。
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教育委員会制度は、１９４８年、戦後教育改革の一環として、教
育の民衆統制、地方分権、一般行政からの独立の原則に基づ
き成立し、住民による直接公選制であった。その後、１９５６年、
首長任命制に変わり、２０１５年度から教育長の首長任命制とな
り、教育行政の住民参加・統制原則が大きく後退する。「計画」
には、その原則をあらためて明記するとともに、欧米等で普及し
ている関係団体が自主的に選出した代表で構成される「教育評
議会」（仮称）等を参考に、その組織を具体的に提案することが
求められる。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

産業教育振興法が制定されたのは昭和２０年代であり、従来は
商業教育、工業教育の振興に主眼がおかれておりましたが、時
代の変化に伴って社会が必要とする人材も変わってきていま
す。
経済界としては、時代が求める人材を速やかに供給できるよう
な体制づくりを望みます。

社会が急激に変化していく中、地
域を支える人材を育てるために
は、企業や大学、研究機関等と連
携・協働が欠かせないものと考え
ております。御意見につきまして
は、今後施策を進めていく上での
参考とさせていただきます。

「社会と直結する段階」の教育機関、学び直しの機会を与える教
育機関である大学などを視野に入れて計画を策定してほしい。

御意見を踏まえ、第２章第３節２基
本目標プロジェクトⅠに記述を追
加します。（下線部）
これらの資質・能力を身に付けるた
め、読書活動などの言語活動や体
験活動を重視しながら、公立と私
立の幼稚園、保育所から高等教育
機関までが連携し、協働して、自ら
の生き方を考え、志を持ち、失敗を
恐れずにチャレンジする精神に溢
れた人材の育成に取り組みます。
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第２章　千葉県教育の目指す姿
　第２節　第１期計画の検証と今後の重要課題

意見・要望要旨 県の考え方

様々な資料を使って現状と課題を説明しようとしていますが、そ
れらの問題がなぜ生まれたのか、原因の分析はほとんどありま
せん。
子どもの権利条約がいきる教育施策の具体化が求めれていま
す。
これらの点について踏み込んだ計画でなければ、真に子どもの
ための計画にならないと考えます。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

「第１期計画の検証」では、やたら最終指標の数字が増加してい
ることを「成果」としているようですが、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカーの配置率など、都合の悪い数字は出
さずに単に「成果」としているのは問題です。

計画の点検及び評価については、
各年度の重点施策推進計画に基
づいて行う、点検・評価により実施
しているところであり、毎年度その
結果を公表しているところです。御
意見につきましては、点検・評価を
実施していく上での参考とさせてい
ただきます。

第１期計画の検証として「おおむね順調にすすんでいるが、児
童生徒の学力向上施策の更なる充実が必要。」とありますが、
「児童生徒の学力向上」に限定してよいのでしょうか。学力向上
は何を達成・実現するために―「生きる力」では県の特色がでま
せん。今後の重点課題に学力以外の内容が含まれていますか
ら、上記「１　第１期計画の検証」で示された「児童生徒の学力向
上」に限定との整合性を欠くことになりませんか。

第１期計画における、プロジェクト
Ⅰの検証として「児童生徒の学力
向上の更なる充実」を例示したとこ
ろですが、御指摘の（２）豊かな
心、（３）健やかな体、（４）キャリア
教育は、プロジェクトⅡの中で、ま
た（５）グローバル化対応について
は、プロジェクトⅠの中で総括的に
検証した上で、重要課題として具
体に取り上げたものです。

今後の重要課題(２) 「豊かな心の育成」の「心」について保護者
にどのような具体的な千葉県バージョンの言葉で説明できるで
しょうか。
「心」の用語は多義的に・読み手のイメージから理解されること
を懸念します。「基本計画」ですから平易な言葉を使うことは大
切ですが、県の教育基本施策ですから用語として使用するとい
う観点が必要です。

道徳教育についての千葉県として
の取組は、プロジェクトⅠの施策２
の中で記載を充実しました。御意
見につきましては、今後施策を進
めていく上での参考とさせていただ
きます。

今後の重要課題「(６) いじめ防止対策の推進」に加えて、「いじ
め予防」の観点も必要ではないでしょうか。

御指摘の点については、新計画６
２ページの「いじめの予防や早期
発見のための取組の推進」に記載
しています。いじめへの対処ととも
に、いじめの予防は重要なことで
あると考えており、御意見につきま
しては、今後施策を進めていく上で
の参考とさせていただきます。
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　第３節　千葉県教育の目指す姿

意見・要望要旨 県の考え方

「基本目標」に示された「プロジェクトⅠ」の説明文に第３章のプ
ロジェクトⅠの施策１～５の要素を入れ、「夢・チャレンジ」をとお
して「元気」が感じられるような工夫を期待します。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

どのような教育を行うかは、父母・県民が教職員などと力を合わ
せて考え決めていくことが重要です。すべての教育計画は、この
ような教育の条理に立って策定されることが必要です。
しかし、第２期素案には、これらの視点が完全に抜け落ちている
と考えます。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。
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意見・要望要旨 県の考え方

父兄は、常に子供の教科書に関心があり、比較して少しでも、よ
い教科書で学ばせたいと願っていることから県立、市立図書館
に各社の教科書（小・中・高）を展示すること。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

読書活動の推進は「読書県ちば」で、最も重要な計画の一つだ
と思います。学校図書館の充実が必要です。学校司書の配置
等も市町村任せではなく、県としても取り組むようにお願いしま
す。基本計画にも明記してほしいと思います。

御意見につきましては、新計画７４
ページのプロジェクトⅡの施策１１
(２)の中で、主な取組として記載し
ているところですが、今後施策を進
めていく上での参考とさせていただ
きます。

意見・要望要旨 県の考え方

放課後や土曜日等の学習活動への支援や土曜日等の教育活
動の充実について記載があるが、担当する教職員の負担軽減
や土曜日出勤の代休措置等についても記載するべきである。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(３)授業力の向上による学びの深化

意見・要望要旨 県の考え方

○授業公開等による授業力の向上に「県立高等学校で特に優
れた授業を実践している指導技術等をまとめた資料などをデー
タベース化し、ホームページから提供すること」と記載があるが、
なぜ高等学校のみデータベース化するのか、必要性に疑問が
ある。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

　　(４)学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進

意見・要望要旨 県の考え方

○学力向上に向けた施策の検証・改善の取組については、点
数による市町村、地域、学校の序列化や点数競争にならないよ
う、留意が必要である。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

第３章　施策の方向と５年間に実施する重点的な取組
　Ⅰ　志を持ち、失敗を恐れずチャレンジする人材を育てる
　　施策１　社会を生き抜く力を育む主体的な学びの確立
　　(１)読書活動や体験活動を通じた学習意欲の向上

　　(２)子どもたちの主体的な学びを支える取組の充実
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　　施策２　道徳性を高める実践的人間教育の推進
　　(4)学力向上に係る取組の適切な評価・改善の推進

意見・要望要旨 県の考え方

教育の現状からの課題に対応するために様々な施策、取り組
みを実施しようとしていることがよくわかります。ほぼすべて網羅
されているように見えます。個々の施策、活動については優位
の差はあるでしょうが、特に異論はありません。
もっとも気がかりなのは、理念、柱となる考え方です。「教育振
興」は何のため、誰のためにおこなうのかというところです。
すべての施策、活動の目的を「子供の自尊感情を育む」ことに
置くとわかりやすくなると思います。

御意見を踏まえ、第２章第３節２基
本目標に記述を追加します。
こうした目指す姿の実現に向け、こ
の計画の基本目標を以下の３点の
プロジェクトとして掲げました。いず
れのプロジェクトを進めるに際して
も、共通して大切なことは、千葉県
の持つ素晴らしいポテンシャルと同
様に、県民一人一人が持つよさが
認められ、これを伸ばしていけるこ
とです。特に、将来を担う千葉の子
どもたちが生き生きと育っていくこと
ができるよう、学校、家庭、地域の
いずれにおいても、子どもたちの自
尊感情（自己肯定感や自己有用感
など）を育み伸ばすことを根底に据
え、取組を進めていくことが大切で
す。

教育の自治・自由を守り、真理・真実を学ぶ教育の保障につい
て
（１）教育への政治的介入を阻止し、独立性を確保すること。
（２）教育委員会の民主的な運営をすすめること。
（３）教科書採択に関すること。
①県立高等学校、県立中学の教科書採択を、学校採択とするこ
と
②県選定審議会、採択地区選定審議会の委員に現場教員を加
えること
③選定審議会専門委員会など、教科書選定に関する会議を公
開で行うこと
④全市町村に常設の教科書展示場を設置すること
⑤教科書の採択に該当教科担当全教員の意見を求め尊重する
こと
などを定めて、教育の独立・中立・公正を守るべきです。

道徳教育について
「素案」の「取組の方向性」では、「社会の一員として主体的に参
画していくために」とあり、「実施する主な取組」に触れられてい
る「マナーやルールを学ぶ」「モラルを学ぶ」教育に加えて、「主
権者としての教育」「労働者としての教育」には言及するべきで
す。
また、道徳は、教科書によって教え込むものではありません。そ
して、各教科・科目の授業時間や生徒の自主活動を育むLHRの
時間を割いて実施するべきではありません。「素案」にもあるよう
に、「学校すべての教育活動において」取り組まれるべきもので
す。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。
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「実践的人間教育」の「実践的」についてです。本基本計画（素
案）で使用されている教育には学校での実践を想定・前提と（含
意）していますが、ここだけに「実践的」を付ける意図が不分明で
す。
また、【重点的な取組の方向性】(1)～(4)について「道徳性」―
「心」「社会の一員として必要な力」「人間性」に整合性がとれて
いるでしょうか。
さらに「豊かな人間性」は大変重要ですのでこの施策名を「人間
性を高める教育の推進」が分かりやすいと判断されます。

学習指導要領における道徳の目
標などを参考として記載したところ
です。御意見につきましては、今後
施策を進めていく上での参考とさ
せていただきます。

　　２　道徳性を高める実践的人間教育の推進
　　(１)豊かな人間性を育む千葉ならではの道徳教育の展開

意見・要望要旨 県の考え方

○大学等との連携による教員の指導力向上の取組に「刷新」と
記載されているが、語句の使用として適切ではない。また、道徳
教育のみに「刷新」という語句を用いるのはなぜか。

御意見を踏まえ、修正します。

　　２　道徳性を高める実践的人間教育の推進
　　(３)五感を通して学ぶ体験活動の推進

意見・要望要旨 県の考え方

通学合宿等の家から離れた生活をさせる取組を推進していただ
きたい。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

意見・要望要旨 県の考え方

【現状と課題】に「また、子どもたちの勤労観・職業観を高めると
ともに、千葉県の多様な自然、産業、人材などを生かし、地域を
支える人材を育てるため、企業や大学、研究機関等と連携・協
働した職場体験活動等を推進する必要があります。」と記載が
あるが、「また、子どもたちの勤労観・職業観を高めるとともに、
千葉県の多様な自然、産業、人材などを生かし、千葉県を愛し、
千葉県を誇りに思い、地域を支える人材を育てるため、企業や
大学、研究機関等と連携・協働した職場体験活動等を推進する
必要があります。」としてはどうか。

御意見を踏まえ、記述を追加しま
す。(下線部)
また、子どもたちの勤労観・職業観
を高めるとともに、地域の要請に応
え、千葉県を愛し、千葉県を誇りに
思い、地域を支える人材を育てる
ため、千葉県の多様な自然、産
業、人材などを生かし、企業や大
学、研究機関等と連携・協働した職
場体験活動等を推進する必要があ
ります。

目標（H３１年）の設定ついて「公立小学校における職場見学の
実施割合」は「１００％（教科の学習を含む)」とし、「職場体験・イ
ンターンシップを実施している学校の割合」は、「中学校１００％
（可能な範囲で日数を多くする方向で）高校１００％（インターン
シップｏｒ大学での体験授業生徒参加率）」と設定してはどうか。

御意見を踏まえ、【目標の設定】の
目標（Ｈ３１年）を設定しました。

　　施策４　社会的・職業的に自立し地域で活躍する人材の育成
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　　(１)系統的なキャリア教育の推進

意見・要望要旨 県の考え方

「また、系統的なキャリア教育を通じて、子どもたちに目標を持た
せるとともに、コミュニケーション能力、自ら判断し行動する力な
ど社会人としての基礎的・基本的な能力を育てます。」と記載さ
れているが、「また、系統的なキャリア教育を通じて、子どもたち
が夢と希望を抱き、その実現にチャレンジする意欲・態度を育む
とともに、コミュニュケーション能力、自ら判断し行動する力など
社会人としての基礎的・基本的な能力を育てます。」に修正して
はどうか。

「子どもたちが夢と希望を抱き、そ
の実現にチャレンジする意欲・態
度を育む」ことにつきましては、プ
ロジェクトⅠの施策全体を通して取
り組んでいきたいと考えています。
御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

【実施する主な取組】の○校種を越えた連携による授業実践の
促進において「県立高等学校の教員が近隣の小・中学校に出
向いて、専門分野の学習内容をわかりやすく指導し、児童生徒
の興味・関心や自分で課題を見つけ、解決できる創造的な能力
を高める特別授業を実施します。また、大学と高等学校等との
連携を推進し、生徒が大学レベルの講義等に参加したり、大学
等で学習する機会を充実することにより、学習意欲を高め、目
的意識を持って主体的に進路を選択する能力・態度の育成を図
ります。」と記載されているが、「県立高等学校の教員が近隣の
小・中学校に出向いて、専門分野の学習内容をわかりやすく指
導し、児童生徒の学習への興味・関心を高めるとともに自ら課
題を見つけ、解決する創造的な能力を高める特別授業を実施し
ます。また、大学と高等学校等との連携を推進し、生徒が大学
レベルの講義等に参加したり、大学等で学習する機会を充実す
ることにより、様々な学問分野に興味・関心を持ち、意欲的に学
習に取り組む態度を育むとともに、目的意識を持って主体的に
進路を選択する能力・態度の育成を図ります。」に修正してはど
うか。

御意見を踏まえ、修正します。（下
線部）
また、大学と高等学校等の連携を
促進し、生徒が大学レベルの講義
等に参加したり、大学等で学習す
る機会を充実することにより、様々
な学問分野に興味・関心を持ち、
意欲的に学習に取り組む態度を育
むとともに、目的意識を持って主体
的に進路を選択する能力・態度の
育成を図ります。

【実施する主な取組】の○学校を中心としたキャリア教育支援体
制の構築において「地域の方々を講師として実施する出前授業
などを通じて、児童生徒が、学校から社会・職業へ円滑に移行
できるよう、学校、地域、企業等が連携・協働し、学校における
キャリア教育の更なる推進を図る支援体制の構築を目指しま
す。」と記載されているが、「地域の方々を講師として実施する出
前授業などを通じて、児童生徒が、学校から社会・職業へ円滑
に移行できるよう、学校、地域、企業等が連携・協働し、学校に
おけるキャリア教育の更なる推進を図るため、各地域に「キャリ
ア教育推進協議会（仮称）」を設置するなど、支援体制の構築を
目指します。」に修正してはどうか。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。
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　　(２)地域を支える人材の育成

意見・要望要旨 県の考え方

【実施する主な取組】の○地域で必要とされる人材育成のため
の職業教育の推進に「併せて、職業学科、総合学科において老
朽化した産業施設・設備の更新を進めます。」と追加してはどう
か。

御意見を踏まえ、記述を追加しま
す。（文末に追加）
併せて、専門学科、総合学科にお
いて老朽化した産業施設・設備の
更新を進めます。

【実施する主な取組】の○職業高等学校の理解促進の文末に
「さらに、農業科と家庭科との連携による環境循環型の職業教
育、農業科・工業科・商業科等が連携して商品開発・改良に取り
組む新たな職業教育の在り方を推進し、職業教育に対する社会
の関心を高めて、職業教育の活性化を図ります。」と追加しては
どうか。

御意見を踏まえ、記述を追加しま
す。（文末に追加）
さらに、農業科・工業科・商業科等
が連携して商品開発・改良に取り
組む新たな職業教育の在り方を推
進するなど、職業教育に対する社
会の関心を高めて、職業教育の活
性化を図ります。

「職業高等学校」という記載があるが、「専門高校」が適当では
ないか。

御意見を踏まえ、修正します。
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意見・要望要旨 県の考え方

子供達にぜひ誇りを持てる歴史教育をお願いします。日本は誇
りを持てるすばらしい国ですから。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

千葉県の作家や郷土の歴史・伝統文化等に関する資料を収集・
保存する取組について計画に位置づけてほしい。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　
　　(１)郷土と国の歴史や伝統文化等について学ぶ教育の推進

意見・要望要旨 県の考え方

郷土を学ぶためには資料が必要です。千葉県の資料をたくさん
集めるとともに活用できる環境を整えることが重要だと思いま
す。例えば、千葉県立図書館に資料を集め、インターネット等で
その資料を活用できるようにしてほしいです。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

「郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成」に
力を入れてほしいと思います。日本の未来は郷土と国を愛せる
子供達が大人になった時にかかってくると思うからです。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

江戸の中期から明治、大正時代に掛けて我国を訪れた多くの欧
米人が、多くの紀行文を残しており、彼らが日本から受けた印象
が多く綴られております。これらを正しく伝えるだけで、子どもた
ちは、自国に対して誇りと希望と勇気を抱くことでしょう。
｢従軍慰安婦｣問題を子供達に教えてきた責任を、一体誰がどの
様にして取るのでしょうか。教育に関わってきた者の責任は重大
であると思います。
教育とは、これほど大きな責任を伴うものであることを自覚して
貰いたいと思います。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

【重点的な取組の方向性】（１）の「国旗、国歌の意義や大切さの
理解を深める取組」の説明の中に、「入学式・卒業式などでの国
旗・国歌の教育」を追加してもらいたい。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

○外から見た日本を知る機会の提供に日本の良さについて理
解を深めるといった記載があるが、悪い点も率直に受け止め、
改善していこうとする態度を育成することも大事ではないか。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　施策５　郷土と国を愛する心と世界を舞台に活躍する能力の育成
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　　(３)外国語教育の充実

意見・要望要旨 県の考え方

「外国語教育の充実」より国語教育の充実のほうが大切だと思
います。

新計画３２ページから３３ページに
おいて、「子どもたちの主体的な学
びを支える取組の充実」における
主な取組として「言語活動を重視し
た取組の推進」を記載しています。
御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　
　　(４)外国人児童生徒等の受入れ体制の整備

意見・要望要旨 県の考え方

「外国人児童生徒等のために日本語指導を行う教員の配置に
努めます」とあるが、教育課程にも「日本語指導」を組み入れ、
放課後等ではなく、「授業」として学習言語としての「日本語」を
習得させる方策が並行して行われる必要がある。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。
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意見・要望要旨 県の考え方

統廃合に言及していないのは評価できるが、「新たな学科や
コースの設置」は必要最小限に抑えるべきである。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

「職業系専門学科・コースの充実」について各種専門職の充足
状況や雇用情勢を考慮し、将来必要とされる職域のキャリア教
育に結びつくよう、高大連携等が重要ではないでしょうか。

御意見につきましては、プロジェク
トⅠの施策４(2)に、関連の記述を
しております。

多様化した生徒やニーズに対応出来得るカリキュラムについて
は大変望ましいと思いますが、更に各校の特徴・個性を打ち出
せるような学校づくりを希望します。
生徒にとって選択肢が多いことはありがたいと思いますし、また
生徒一人一人の個性を消さないような環境であってほしいと思
います。
公立の学校で実施するのは大変だと思いますが期待します。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(２)私立学校の振興

意見・要望要旨 県の考え方

私立学校の運営に要する経常的経費に対するより具体的な助
成計画の提示に期待する。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(３)公立学校と私立学校の連携の推進

意見・要望要旨 県の考え方

主な取組として、
① 公立学校と私立学校合同の教育研究会の開催。
② 共通課題に対する各校務分掌の合同会議の開催。
③ 教員の資質向上を図ることを目的とした公立学校と私立学
校の各教科相互人事交流。
④ 協調事業として“全公私展”“公私入試合同説明・相談会”等
の開催。
⑤ 地域一斉の“地域貢献デー”の実施。同地域における公立学
校・私立学校一斉の福祉活動等の実施とその活動を通して地
域住民と生徒教職員の交流。
等について、より具体的な計画の提示に期待する。

御意見のうち、①、③については、
一定程度、対応する記述をしてお
りますが、これ以外の御意見につ
きましては、今後施策を進めていく
上での参考とさせていただきます。

　　(４)地域に開かれた魅力ある学校づくり

意見・要望要旨 県の考え方

「魅力ある学校」は校長先生によって左右されると思います。
各地域において「魅力ある」とはどのようなことなのか充分検証
できる体制・人事をお願いしたいです。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　Ⅱ　ちばのポテンシャル（潜在能力）を生かした教育立県の土台づくり
　　施策６　人間形成の場としての活力ある学校づくり
　　(１)魅力ある高等学校づくり
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　　（５）豊かな学びを支える学校・学習環境づくり

意見・要望要旨 県の考え方

公立の中等教育学校及び併設型中学校では、学校教育法施行
規則により、入学者の決定に当たって、学力検査を行わないこ
ととなっている。しかし、公立中高一貫校の大多数の受験生が
通塾し、私立中学校を併願している状況を鑑みると適性検査
は、学力検査となっている。
また、千葉高が中学校を併設し、さらに平成２８年度から東葛飾
高校においても併設中学が開講予定であり、全国の公立中高
一貫校の中でも入学希望者が群を抜いて多い。私立学校の領
域をおかし、公立校本来のユニバーサル・サービスを逸脱する
傾向が多い。
第2期計画策定に当たり、早急な検討を期待する。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

率直に「豊か」とは何でしょうか。
豊かであることや魅力があると感じるのは当事者であって押し
付けられるものではないと思います。
どちらも例えば生徒自身が、保護者が、地域が満足しなければ
このようには思えないということです。
達成度についてアンケートの集計がありましたが、満足してい
る・おおむね満足の割合では本当はいけないのではないでしょ
うか。
満足していない割合を減らすことが大切なのではないでしょう
か。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　施策７　教育現場の重視と教員の質・教育力の向上

意見・要望要旨 県の考え方

（２）信頼される質の高い教員の育成、（３）子供の多様化に対応
したきめ細かい教育の推進は特に学校教育の本髄だと思いま
す。
最も大事なのは基礎学力です。基礎学力が身についていなけ
れば「学ぶ」楽しさや「考える」楽しさ「想像・創造」する楽しさへ
は行きつけないのではないでしょうか。特に基礎学力を身につ
ける段階できめ細やかな教育支援をしていただきたいです。
　また信頼されるということは学力が高いだけではなく、どちらか
と言うと人間性ではないでしょうか。生徒も教員も相手を理解し
ようという姿勢と相手を認める心を持つことが大切なのではない
でしょうか。
　先生方も研修・研修で大変でしょうが、抑えるところはきちんと
押さえて、一人ひとりの個性も生かしてほしいです。
（４）教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援は早急に
取り組むべき課題ではないでしょうか。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。
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　　(１)熱意あふれる人間性豊かな教員の採用

意見・要望要旨 県の考え方

子ども達を見ていると、素直であり、元気であり、順応性に富ん
でおり、割り当てられた役割を果たそうと一生懸命に活躍してい
る姿が見られます。
新卒採用と社会経験のある教員の採用も増やし、資質・指導力
の高い教職員とともに、子どもたちの学力や人間性の向上につ
なげていただきたいと思います。

御意見を十分踏まえ、施策を進め
てまいります。

子どもたちから生涯を通して｢我が師の恩｣と思われ、信頼され
る教師の育成を願ってやみません。教師は、教え子並びに父兄
や世間から｢先生｣と呼ばれる特権を持った人格者であり、その
自覚と認識を持ってもらうことを期待します。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

　　(２)信頼される質の高い教員の育成

意見・要望要旨 県の考え方

「教職員の意欲を高める視点から、教職員に対する研修体制の
充実や評価・処遇の在り方について総合的に検討します」とある
が、教員の場合、処遇で意欲が高まるとは思えず、方向が間
違っている。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

子どもが大人になっても感謝される教育を心掛けていただきた
い。
教師には、教え子から生涯にわたって感謝される教育者を目指
していただきたい。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

この計画を推進・具現するに当たっては関係部局、各市町村教
育委員会及び学校が連携して、校長、教頭、教職員それぞれの
役割と具体的方法・手法等の討議を重視し、時間をかけた研修
が必要かと思います。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

教育現場の重視と質・教育力の向上の一つとして提案します。
①教職員の「社会留学制度」の新設
ある一定期間を経過した教職員に対して夏休みなどを活用して
一般企業や小売店等で民間企業就労体験させ、教育現場と
違った環境で、一般社会の実態と社会常識（上下関係、仲間と
の人間関係、取引先との関係、顧客との関係、電話応対、挨拶
等々）を学ぶことにより、より広い視野を持った質の高い教職員
の育成を目指す。
②地域の特性を学び、地域の行事への参加
地域との関わりを高め、学校を核としたコミュニティの構築の為
にも、学校として地域の行事や祭りなどの年間行事を把握し、
校長や教頭に限らず教職員が積極的に参加できる体制を構築
する。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。
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　　(３)子どもの多様化に対応したきめ細かい教育の推進

意見・要望要旨 県の考え方

学級編制そのものを少人数にする少人数学級と、特定の教科を
少人数で指導する少人数指導の推進は大切で、特に、３５人学
級を推進して欲しい。

施策を遂行する上で、御意見を踏
まえ取り組んでまいります。また、
国に対して教育予算の拡充や教
職員定数の改善を積極的に働き
かけてまいります。

　　(４)教職員の負担軽減と学校問題解決のための支援

意見・要望要旨 県の考え方

教職員の負担解消の一助として公立・私立が利用出来る退職
教職員やボランティアなどの人材派遣機構（人材バンク）の設置
を提案する。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

多忙化問題も、教職員の視野をせばめ、授業の準備もできない
など、教職員がその専門性を発揮することを困難にしています。
本来正規教職員を配置すべきところに、臨時・非常勤の教職員
が配置されていることも重要な問題と考えます。
第２期素案には、これらの記述は見当たらず、結局の所、教職
員個々の努力と自己責任のみが強調される内容になっていま
す。

この計画を着実に推進し、教育立
県ちばの実現を目指してまいりま
す。

今回の計画素案では、スクールソーシャルワーカーの役割や活
用についてスクールカウンセラーとの役割分担が明確になって
おりません。

御意見を踏まえ、注釈の記述を追
加します。

スクールソーシャルワーカーについては、地域社会の資源を活
用した相談支援を専門としている社会福祉士もしくは精神保健
福祉士の登用を進めていただき、教育事務所単位の配置では
なく、学校単位での配置を推進していただくことを強く期待いたし
ます。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

意見・要望要旨 県の考え方

障害のある子どもへの一環した教育相談と支援体制の充実さ
せるため、関係者・関係機関の円滑な連携を確かなものとする
ネットワークの構築を図るとともに、その活用と支援体制の充実
に努めます。
と記載されているが、
障害のある子どもへの一環した教育相談と支援体制を充実させ
るため、関係者・関係機関が円滑に連携するネットワークの構
築を図り、その活用と充実に努めます。
と修正してはどうか。

御意見を踏まえ、修正します。
障害のある子どもへの一貫した教
育相談と支援体制を充実させるた
め、関係者・関係機関のネットワー
クの構築を図り、その活用と充実に
努めます。

　　施策１０　一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進
　　(１)早期からの教育相談と支援体制の充実
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　　(２)連続性のある多様な学びの場と支援の充実

意見・要望要旨 県の考え方

○特別支援学校が有する多様な機能の活用について
「特別支援学校において、一人一人の障害の状態に適した教材
教具を整備し、分かりやすい授業を図るなど、在籍する幼児児
童生徒に対する教育を充実させます。
また、通級指導教室をはじめとした特別支援学校の総合的な教
育機能を充実させ、多様な教育ニーズへの対応を推進しま
す。」
と記載されているが、「特別支援学校において、幼児児童生徒
一人一人の障害の状態に適した豊富な教材教具や、通級指導
教室をはじめとした特別支援学校のもつ総合的な教育機能など
を活用し、多様な教育ニーズへ対応できるよう努めます。」と修
正してはどうか。

特別支援学校に在籍する幼児児
童生徒に対する教育の充実と特別
支援学校の持つ総合的な教育機
能の充実について記載していま
す。御意見につきましては、今後施
策を進めていく上での参考とさせ
ていただきます。

　　(３)特別支援学校の整備と機能の充実

意見・要望要旨 県の考え方

○障害特性に応じた施設・環境の計画的な整備について
「障害のある児童生徒等が、将来の自立や社会参加に向けて、
適切な環境で学習することができるよう、障害特性に配慮した施
設・設備、学習環境の計画的な整備に努めます。」と記載されて
いるが、「将来の」については、削除してはどうか。

このままの記載といたします。

予算を伴った教育環境、児童生徒数に見合った担任の配置を
是非盛り込んでください。教職員は細心の注意を払っています
が、限界を越えた過密化の中、このままではいつ事故が起こっ
ても不思議ではありません。どうかよろしくお願いします。

現在、特別支援学校の過密化対
策のための予算を伴った教育環境
整備を優先的に進めているところ
であり、御意見につきましては、今
後施策を進めていく上での参考と
させていただきます。

意見・要望要旨 県の考え方

○障害のある生徒の自立、社会参加を支援するネットワークの
構築について
「特別支援学校高等部や高等学校などの学校と地域の企業や
労働機関との、ネットワークの構築を一層進めるとともに、情報
共有や研修の機会の積極的な活用により、障害のある生徒一
人一人のニーズに応じた就労支援や、地域生活の充実に向け
た取組を推進します。」と記載されているが、「の学校」について
は、削除してはどうか。

このままの記載といたします。

　　(４)卒業後の豊かな生活に向けた支援の充実
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○障害のある人の雇用とキャリアアップシステムの構築につい
て
「障害のある人を、県立学校における学校技能員、調理員の嘱
託職員として雇用し、職業自立できる力を育成するとともに、雇
用期間内で一般企業等への就労に向けたキャリアアップの推進
に努めます。
また、この取組の成果を県内に発信することを通じて、市町村へ
の普及を図ります。」と記載されているが、後段の文章について
は、「また、この取組の成果を県内に発信することを通じて、市
町村への障害者雇用の普及を図ります。」と修正しては、どう
か。

このままの記載といたします。

○障害者への学びの支援について文中にある「身につける」に
ついては、「身に付ける」に修正してはどうか。

御意見を踏まえ、修正します。

○障害のある人の雇用とキャリアップシステムの構築について
なぜ学校技能員、調理員だけなのか。教育庁の本庁舎や教育
事務所こそ率先して雇用しないのか。なぜ「雇用期間」で雇用を
打ち切るのか。「一般企業等」の手本となるよう、正規職員として
採用すべきであって、「一般企業等」への就労というのは姿勢を
疑われる。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

意見・要望要旨 県の考え方

○特別支援学校教諭免許状習得の一層の推進について文中
にある「特別支援学校教諭免許状」とあるが、かぎ括弧について
は削除してはどうか。

御意見を踏まえ、修正します。

○特別支援教育に関する研修の充実について「校長を含む全
ての教員」と記載されているが、「千葉県内の校長を含む全ての
教員」と修正してはどうか。

このままの記載といたします。

　　施策１１　読書県「ちば」の推進

意見・要望要旨 県の考え方

読書活動の推進は読書県「ちば」で、最も重要な計画の一つで、
学校図書館の充実が必要です。学校司書の配置等も市町村任
せではなく、県としても取り組むようにお願いします。基本計画に
も明記してほしいと思います。

読書活動を支えるために重要な人
的・物的環境整備を推進していくた
め、【実施する主な取組】に司書教
諭の適正配置の促進と研修の実
施について記載しています。また、
学校におけるきめ細かな指導体制
の整備を図っていくため、新計画６
０ページのプロジェクトⅡの施策７
(３)には、学校司書等の配置の検
討について記載しています。

　　(５)特別支援教育に関する教員の専門性の向上
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　　(１)家庭や地域における子どもの読書活動の支援

意見・要望要旨 県の考え方

地域の読書活動の下支えは図書館の基本業務なのでこの中に
ももっと図書館の役割を盛り込んだ方がいいと思います。
図書館での取組については６６ページから記述されています
が、地域、学校、図書館の縦割りではなく、「地域の施設・団体を
つなぐハブとなって、読書県「ちば」を推進するのは図書館の役
割である」と冒頭で宣言してはどうでしょうか。

【重点的な取組の方向性】として
は、それぞれの主体における支援
策や推進方策を記載しています
が、施策全体としては、学校や家
庭、図書館、ボランティア等が連携
し、読書県「ちば」の推進に取り組
むこととしています。

「家読（うちどく）」の推奨、「本のある街」の推進について「本の
ある街」の活動に当たっては、図書館が中心になって、他の施
設との連携のハブになるようにするとよいのではないでしょう
か。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

「家読（うちどく）」の推奨、「本のある街」の推進について良いこ
とだと思うが、行政としてどのように推進するか、例示をいれる
などもう少し具体的にできないか。予算はあるのでしょうか。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(２)学校等における読書活動の推進

意見・要望要旨 県の考え方

重要な人的資源である司書教諭・学校司書について全く言及さ
れていません。学校図書館に必要な人間がいないまま、蔵書数
だけを充実させても、読書活動の推進にはつながりません。学
校司書の配置や、その研修についても盛り込むべきではないで
しょうか。
また、学習センターとしての図書館をもっと強調し、読書教育、
図書館教育を行い、探求学習に必要な図書館リテラシーを養う
ことによって、グローバルな人材育成にも寄与できるのではない
でしょうか。他の学力向上の部分でも、学校図書館を活用した
学力向上の取り組みについてあまり触れていないようなので、こ
こに書かせて頂きました。

読書活動を支えるために重要な人
的・物的環境整備を推進していくた
め、【実施する主な取組】に司書教
諭の適正配置の促進と研修の実
施について記載しています。また、
学校におけるきめ細かな指導体制
の整備を図っていくため、新計画６
０ページのプロジェクトⅡの施策７
（３）には、学校司書等の配置の検
討について記載しています。

意見・要望要旨 県の考え方

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、障害のあ
る人も対象にして、選手の強化育成を計画していただき、たいへ
んありがたいことだと思います。将来の障害者スポーツの発展
につながると思います。是非お願いします。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　施策１２　フェアプレーの精神を育て、楽しさや感動を分かち合うスポーツの推進
　　(２)人々に夢と感動を与える競技力の向上
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　　施策１３　ちば文化の継承と新たな創造

意見・要望要旨 県の考え方

千葉県の作家や郷土の歴史・伝統文化等に関する資料を収集・
保存する取組について計画に位置づけてほしい。

郷土を学ぶためには資料が必要です。千葉県の資料をたくさん
集めるとともに活用できる環境を整えることが重要だと思いま
す。例えば、千葉県立図書館に資料を集め、インターネット等で
その資料を活用できるようにしてほしいです。

　　(１)文化にふれ親しむ環境づくり

意見・要望要旨 県の考え方

「伝統文化の保存・継承」について地域住民の生活と密着した
伝統的な郷土文化へのまなざしを体験的に育てることが大切で
す。また、そうした継承されてきた行事等を発掘収集し、広報し
ていくことが望まれます。
上記に関連して、近年は、大学等に独自に博物館・資料館等を
設けていて、資料の収集や調査研究をしているところもありま
す。そうした高等教育機関との連携も、文化財等を活用した学
習支援に効果が期待されるでしょう。

御意見を踏まえ、(2)文化財の保
存・継承の【実施する主な取組】○
美術館・博物館や文化財等を活用
した学習支援に記述を追加しま
す。（文末に追加）
さらに、県内の高等教育機関等が
設けている博物館・資料館等に対
して、文化財や博物館資料につい
て情報提供を行うなど、連携した取
組を促進します。

御意見を踏まえ、【重点的な取組
の方向性】(2)文化財の保存・継承
の取組に記述を追加します。
○千葉県資料や県民の役に立つ
資料・情報の蓄積・提供（関連項目
あり）
県立図書館では、郷土の作家の本
や郷土の歴史・伝統文化等に係る
資料を収集します。また、デジタル
化・データベース化して情報発信
し、県内の他施設や団体等、様々
な情報源を結び、県民に資料・情
報を提供する拠点（ハブ）としての
機能の充実に努めます。
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意見・要望要旨 県の考え方

【重点的な取組の方向性】(１)(２)(３)の「親の学びと家庭教育の
支援」はおおむね賛成です。
子供の教育の基本は家庭にありますので、愛情ある家庭で育
つ子供は人としての思いやりや常識力、高い道徳性、社会人に
なっても生き抜く力などを身につけて育つと思いますので、何よ
りも「親の学びと家庭教育の支援」には力を入れてほしいとお願
いします。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(１)人間形成の土台となる家庭教育への支援

意見・要望要旨 県の考え方

教育の場、学習意欲は家庭での清心の安定の上に成り立つも
のだと「親学」でも考えています。自分も親も一つの人格を持っ
た人間として尊重されることで他への思いやりの心も育まれると
思っています。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

ぜひ「親学」を女性センター等で開催してください。 【実施する主な取組】○地域と一体
となった家庭教育支援において、
子育てや家庭教育に関する多様な
学習機会の提供等の取組を支援
することとしています。

親子が合同でしつけに関する学習に取り組む施策を推進してい
ただきたい。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(２)学校と地域が連携した家庭教育の推進

意見・要望要旨 県の考え方

教員や地域が、様々な目で子どもを見守り、親を応援していく姿
勢が大事だと思っています。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

意見・要望要旨 県の考え方

親も人間として成長していくことを共有できる場や機会がたくさ
んあると良いと思います。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(３)親となってかけがえのない子育てを行うための教育の推進

　Ⅲ　教育の原点としての家庭の力を高め、人づくりのために力をつなげる
　　施策１５　親の学びと家庭教育への支援
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意見・要望要旨 県の考え方

地域教育力の向上に重要となるのは高齢者層の動員であり、
祖父母世代が親以下の世代より明らかなアドバンテージを持つ
のは日本の伝統的食文化の体得である。「食」から始める交流
が、三世代間の言葉による交流―家族・子育て・マナー・仕事等
に関する「対話」―へと進んでいくことが望ましい。学校を会場と
することによって、公私の教育関係者と保護者や地域住民が交
流し、将来を担う子どもたちが「世代の力」を実感する契機とな
るなら、「チームスピリットプロジェクト」の一環として教育的意味
を持つのではなかろうか。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(２)生涯学習社会を目指した取組の推進

意見・要望要旨 県の考え方

「ボランティア活動等の推進」に関連して、高校生の活動をより
活性化させ、地域課題に向き合う契機を作り出すために、近隣
地域における高等教育機関とのボランティア活動の高大連携の
可能性を探ってはどうでしょう。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　(３)社会教育推進体制の強化

意見・要望要旨 県の考え方

県民の「生涯学習」に関連して、従来型の大学等における公開
講座とは別に、県内大学・短期大学の協力を得て、学生対象の
授業の受講を希望する県民に受講機会を提供するといった方
式について千葉県モデル考察してはどうでしょうか。通常は、一
科目半期15回の授業を受講することになるので、体系的に学ぶ
ことができます。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

　　施策１７　学びのセーフティネットの構築
　　(３)経済的・家庭的理由など様々な困難への支援

意見・要望要旨 県の考え方

「貧困の連鎖」防止に向けて多様な主体との連携が欠かせませ
んが、この問題は教育の機会均等、格差社会など、教育と社会
の根幹にかかわる問題であるだけに、「重点取組」の一つに位
置づけることを求めます。

貧困の連鎖の防止に向けた取組
を「学びのセーフティネットの構築」
として施策に位置付け、重点的に
取り組んでいくこととしています。

昨年９月に銚子で起きた事件の直後に出されたものであるにも
かかわらず、そのことへの言及も、内容面でも応えるものには
なっていません。
貧困と格差の拡大が子どもの生存権や学習権を脅かしている
状況にあって、すべての子どものにゆきとどいた教育を行うため
の具体的な計画が必要です。
これらの点に関しては、第1期計画同様、あまりに不十分な第2
期素案となっています。教育委員会や教育行政の本来の役割
を再認識すべきです。

「学びのセーフティネットの構築」を
施策として掲げ、重点的に取り組
んでいくこととしています。御意見
につきましては、今後施策を進め
ていく上での参考とさせていただき
ます。

　　施策１６　つながりや支え合いによる地域コミュニティの形成と生涯学習社会の実現
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第４章　計画の推進に当たって
　第１節　県民が一体となって取り組む体制づくり

意見・要望要旨 県の考え方

教育振興基本計画決定後の各施策ならびに各地教育事務所の
真剣な取り組みが大切です。
　行政組織自身の取組だけに終わるのではなく、住民からの具
体的取組計画の公表要求など住民の熱意を提示し、計画の達
成度評価も含めてフォローする行動が必要です。
千葉県教育振興基本計画前期（Ｈ２２～Ｈ２６年）のフォローアッ
プ結果は、県教委のホームページに掲載されていますが、多く
の県民はそのことを知りません。教育振興計画の達成状況につ
いてオール県民参加できるような広報のあり方をご検討くださ
い。
　地域で検証会議を結成するなど、住民としての取り組みに対
する気概を示す機会を設けること。これらをセットにしたチェック
態勢が可能になれば本格的な取組だと言えるでしょう。

計画の点検及び評価については、
各年度の重点施策推進計画に基
づいて行う、点検・評価により実施
しているところであり、毎年度その
結果を公表しているところです。御
意見につきましては、点検・評価を
実施していく上での参考とさせてい
ただきます。

基本計画の浸透、連携方法の具体的な手段が見えてこない。た
とえば、知事部局や関係機関、団体などとの連携図や教育委員
会、管理職、教員などへの周知・理解の促進、協力関係の図式
化がされれば、より効果的に推進されるのではないか。

施策を進める上では、関連する部
局との連携が大切です。御意見に
つきましては、関連する部局と連
携して、今後施策を進めていく上で
の参考とさせていただきます。

　第２節　計画の進行管理

意見・要望要旨 県の考え方

「計画期間である５か年間の評価結果を総括していくため、以下
の３つの指標を設定します」とありますが、この指標でいいの
か、これらに代わる客観的な指標がないか、再検討を求めま
す。

この計画は、現行計画（第１期計
画）の後継計画であることから、総
括を行う指標についても、第１期計
画と同じ指標としたところです。

全体を通して、このプロジェクトが達成されることは理想だと思
います。
かなり人材を必要とすることが予想されますが、教育予算が削
減される昨今、机上の空論にならないようにしていただきたいで
す。

計画の点検及び評価については、
各年度の重点施策推進計画に基
づいて行う、点検・評価により実施
しているところであり、毎年度その
結果を公表しているところです。ま
た、計画の実現に向け、必要な予
算の確保に努めてまいります。

教職員や保護者の切実な要求である教育費負担の軽減、学級
規模の改善、教職員数の増員や非正規雇用の改善、教育予算
の増額など、肝心の教育条件整備の事項や目標が示されてい
ない。
なお、利潤増殖を目的とする「投資」は経済用語であり、「教育
支出」などと表現すべきであり、教育用語として重視することは
適切ではない。

予算の効率的・効果的な活用に十
分留意しながら、必要な予算の確
保に努めるとともに、国に対して教
育予算の拡充や教職員定数の改
善を積極的に働きかけるなど、教
育投資の充実を図ってまいりま
す。
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子どもたちの「貧困・格差」の問題について
　「第２期教育振興基本計画」には、「第１期教育振興基本計画」
には触れられていなかった子どもたちの「貧困・格差」の現実へ
の指摘はありますが、さらに「貧困」の問題が、今の教育困難の
根源にあるという認識に立って、以下の各点を生かすよう求め
ます。
（１）授業料無償化に向けて県として国に申し入れること。
（２）給付型の奨学金制度を拡充すること。
（３）すべての県立高校に県予算でクーラーを設置すること。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。

教育条件の整備について
（１）国の２０１７年までの「新たな教職員定数改善計画」を、前倒
しして実施し、さらに３０人学級を目指すよう文部科学省に求め
ること。高等学校の１学級あたりの生徒数についても、３５人以
下とする定数改善計画を策定するよう求めること。
県単定数を大幅に増やし、県独自の少人数学級を推進するこ
と。

（２） 正規教職員・専科教員を増員すること。

（３） いじめ対策のために、教職員がゆとりをもって子どもたちと
関わりあえる教育環境を整備すること。

（４） 昨年６月に学校図書館法が改正されたことに伴い、すべて
の小中高校並びに特別支援学校に専任の学校司書を配置する
こと。なお、すでに市町村立の学校において市町村費で雇用さ
れている学校司書、並びに、高等学校で司書の職務を担ってい
る実習助手について、その豊富な経験を生かせる様に配慮する
こと。

（５） 学校施設を点検し、その状況を公表して、整備のための予
算化をすすめること。

御意見につきましては、今後施策
を進めていく上での参考とさせてい
ただきます。
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